早川町歴史民俗資料館の指定管理者業務仕様書

　本書は、早川町歴史民俗資料館の指定管理者に関する管理運営業務の基準を示すものである。

１　管理業務の対象となる施設の概要
指定管理を行う施設は次のとおりである。
1 　早川町歴史民俗資料館
２　休館日及び利用時間
（１）休館日及び利用時間

　　　休日及び利用時間は次表に定めるところによる。

	施設名
	休館日
	利用時間

	歴史民俗資料館
	■水曜日
■１２月２５日から
　翌年１月２日まで
	■午前１０時から午後４時まで


（２）休館日及び利用時間の変更
　　　指定管理者は、休館日及び利用時間を町の承認を得て変更することができる。
３　管理運営に関する基本的事項

（１）管理運営にあたっての留意事項
　　　指定管理者は、管理運営にあたり次の事項に留意しなければならない。
①　各施設の設置目的は、地域社会の活性化と住民福祉の増進を図り、地域住民と都市の人びとの交流の場として親しまれる施設となることである。
②　公共施設であることから、利用者への奉仕及び公平なサービスの提供に努めること。

③　事業計画等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう、適正な管理運営を行なうこと。

④　効率的な管理運営を行い、適正な収入の確保と経費の縮減に努めること。
⑤　利用者の意見や要望を管理運営に反映させ、利用者サービスの質の向上に努めること。
⑥　施設内の施設・設備等について、良好な状態に保つよう努めること。
⑦　施設内の施設・設備等に破損や故障が発生し、利用者の安全を脅かす事態が発生したときは、利用者の安全を確保するために必要な処置を行なうこと。
⑧　早川町と緊密に連絡を取り合うとともに、早川町の施策に対し積極的に協力すること。
⑨　次に掲げるものをはじめ関係法令を遵守すること。
・地方自治法(昭和22年法律第67号)
第244条第2項　指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではいけない。
第244条第3項　指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはいけない。

・労働基準法（昭和22年法律第49号）

・消防法（昭和23年法律第186号）

・労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
・早川町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例（平成17年条例第32号）
・個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
・早川町個人情報保護条例（平成16年条例第35号）
（２）業務に必要な資格等

指定管理者は、業務を実施するために必要な関係法令に定められた免許、許可、認定等を、指定管理者の業務開始時期までに所持していなければならない。
（３）緊急時の対応
指定管理者は、緊急時等においては次のとおり対応しなければならない。
①　指定管理者は、災害時、緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への通報等

について、的確に対応できるようにマニュアルを作成し訓練を行なうこと。
②　施設の利用者の急病、けが等に対応できるように、消防や近隣の医療機関と連携態性を整備すること。
③　施設内での火災、犯罪等の防止に努めるとともに、発生時には的確に対応すること。
（４）地元優先の原則
職員の採用については、地元住民の優先に配慮すること。また、商品、消耗品、燃料等の仕入れについては、可能な限り地元業者を優先すること。

（５）帳簿類の管理
　　　指定管理者は、施設の管理運営にかかる収入及び支出の状況についても適切に帳簿に記入するとともに、当該帳簿については10年間、関係証拠書類については5年間保存しなければならない。また、これらの帳簿類について早川町が閲覧を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
４　指定管理者が行なう業務の範囲

（１）管理業務
①　施設設備の保守管理
②　職員体制及び人事管理

③　安全確保・衛生管理

④　備品管理

⑤　物品等の管理

（２）施設の利用の許可及び利用の制限に関する業務
①　利用の許可

②　利用の制限
③　利用の促進

（３）利用業務

①　利用料金の設定

②　利用料金の徴収
（４）その他町長が定める業務
①　作業日報の作成

②　個人情報保護

③　監査

５　施設の管理運営に関する業務の基準
（１）施設設備の保守管理業務
①　施設設備を日常的に点検し、異常があれば修繕等の対応をとること。

2 館内設備を常に清潔にし、美観の維持を図ること。

3 建物本体及び周囲の清掃を行なうこと。
4 保健所等の指導に従い、給水施設、下水処理施設を適切に管理すること。
5 指定管理者の負担とする修繕については、遅滞なく対処すること
⑥ 早川町の負担とする修繕については、町に速やかに連絡するとともに応急措置を行なうこと。
（２）職員体制及び人事管理
①　管理運営業務の責任者となる支配人を選任すること。

②　業務が円滑に推進できる人員の職員を雇用し、労働基準法等関係法令を遵守して能率的に業務につかせること。
③　職員に欠員が生じた場合は、必要に応じて雇用すること。
（３）安全確保・衛生管理業務
①　防火管理者を選任し、緊急時の対応マニュアルを作成すること。
②　水道や、浄化槽の法定検査等必要な検査を受け、その結果に対応すること。
③　施設内の建物内、付属施設、駐車場及び建物周辺等の清掃について、美観、衛生において良好な状態に保つこと。
6 施設賠償保険など適切な範囲で保険に加入すること。
⑤　施設の利用について、利用者や住民から苦情や意見があった場合は、適切な対応をするとともに、町に対しその内容を連絡すること。
（４）修繕業務

①　指定管理者は、施設内における施設・設備等が破損、損壊又は老朽化などした場合で、安全又は管理運営上、直ちに修繕を行なう必要がある場合は、早急に修繕方法の検討及び見積作成等を行なうこととし、その結果を基に、指定管理者は早急に修繕を実施すること。

②　指定管理者は、施設内における施設・設備等が破損、損壊又は老朽化などした場合で、安全又は管理運営上、次年度以降の計画的な修繕で対応可能なものについては、原則として年一回、町が指示するときに必要修繕項目、修繕方法、必要金額、優先順位要を整理し、町に報告すること

③　前記①②において修繕を実施する場合、費用が100千円未満の修繕については指定管理者が、費用が100千円以上の修繕については町が、それぞれ負担するものとする。なお、修繕を実施しようとする場合は、あらかじめ町と協議すること。

④　修繕方法や修繕時期を検討するため、修繕台帳を整備し、修繕を実施した場合には、修繕内容を記帳すること。なお、併せて修繕箇所の写真を残すように務めること。

（５）備品管理業務

指定管理施設の管理運営業務で使用する備品のうち、町が所有するものについては、町が指定管理者に無償で貸与する。

①　町の備品と指定管理者の備品を区分し、それぞれの備品台帳で適切に管理すること。

②　備品を使用する上で必要となる消耗品の購入やメンテナンスは、指定管理者の費用負担により実施すること。

６　施設の利用の許可及び制限に関する業務
（１）利用の許可

①　施設の利用者に対して、公正・公平に利用を許可すること。

②　災害の発生等で臨時休館する場合は、遅滞なく町に連絡すること。
（２）利用の制限

次の各号に該当する場合は、利用を許可しないこと。

①　公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
②　建物又は付属設備その他の工作物を損傷し、破損するおそれがあると認められるとき。
③　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為(同条第1号に掲げる暴力的不法行為をいう。)を行なうおそれがある組織の利益になるとき。
④　前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められるとき。
（３）利用の促進

利用の促進と施設の有効利用のため、各種自主事業やパンフレット類の作成、マスコミによる宣伝など独自の営業活動をすること。

７　施設の利用料金の収受に関する業務

（１）利用料金の設定

①　施設の利用料金は、各施設設置及び管理条例で定める額の範囲内で、指定管理者が町と事前協議を経て決定する。
②　指定管理者が使用料の減免をする場合は、あらかじめ減免の基準について定めておくこと。
（２）利用料金の徴収

①　利用料金は、指定管理者の収入として指定管理者が徴収すること。
②　利用料金の徴収にあたって、不当な差別的取り扱いを行なわないこと。
８　その他町長が定める業務
（１）作業日報の作成

　　　施設の維持管理について次の項目を記録した作業日報を作成すること。

①　利用者数及び売上金

②　施設設備を委託管理した場合の点検内容

③　予約受付状況

④　売掛金の状況
（２）個人情報保護

　　　施設の管理運営にあたり個人情報を取り扱う場合は、そのとし扱いに十分注意し、個人情報の適切な管理のために必要な措置をとること。

（３）監査

　　　早川町監査委員が町の事務を監査する場合、又は情報公開請求により町の情報を開示する場合に、必要に応じて関係書類を提供すること。
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